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○廿日市市墓地等設置及び管理条例 

昭和３７年３月１２日 

条例第１１号 

〔注〕昭和６３年から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１条　この条例は、廿日市市墓地及び納骨堂（以下「墓地等」という。）

の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。 

（一部改正〔平成１７年条例４２号・令和５年７号〕） 

（設置及び名称） 

第２条　本市に墓地等を設置し、その名称及び位置は、別表第１のとおり

とする。 

（全部改正〔昭和６３年条例２４号〕、一部改正〔平成１９年条

例３７号・３１年７号・令和５年７号〕） 

（施設） 

第３条　第三霊峯墓苑に樹木葬墓及び合葬墓を、その他の墓地に墓所を置

く。 

（追加〔平成３１年条例７号〕） 

（使用の目的） 

第４条　墓所は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。 

２　樹木葬墓及び合葬墓は、焼骨の埋蔵の用に供する目的以外に使用する

ことはできない。 

３　納骨堂は、焼骨の収蔵の用に供する目的以外に使用することはできな

い。 

（追加〔平成９年条例５号〕、一部改正〔平成３１年条例７号・

令和５年７号〕） 

（使用許可） 

第５条　墓所、樹木葬墓及び合葬墓並びに納骨堂（以下「墓所等」という。）

を使用しようとする者は、市長の許可（以下「使用許可」という。）を

受けなければならない。 
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２　市長は、使用許可に墓地等の管理上必要な条件を付することができる。 

（一部改正〔昭和６３年条例２４号・平成１７年４２号・３１年

７号・令和５年７号〕） 

（使用期間） 

第６条　墓所等の使用許可の期間（以下「使用期間」という。）は、次の

各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 

(1)　墓所　永年 

(2)　樹木葬墓　３０年 

(3)　合葬墓　永年 

(4)　納骨堂　５年 

２　前項第２号及び第４号に掲げる施設については、あらかじめ市長の許

可（以下「更新許可」という。）を受けて、使用期間を更新することが

できる。 

３　第１項第４号に掲げる施設に係る使用期間の更新は、使用期間を通算

して２０年を超えることができない。 

（追加〔平成３１年条例７号〕、一部改正〔令和５年条例７号〕） 

（使用許可を受けることができる者） 

第７条　墓所等の使用許可を受けることができる者は、使用許可の申請時

において次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。 

(1)　本市に住所を有する者であること。ただし、死亡時に本市に住所を

有した者の焼骨を埋蔵し、又は収蔵しようとする者は、この限りでな

い。 

(2)　焼骨を保有していること。 

(3)　祭祀を主宰する者であること。 
し

(4)　現に他の墓所又は樹木葬墓を使用していないこと。 

(5)　墓所若しくは樹木葬墓又は納骨堂の使用許可を受ける場合におい

て、生前申込みにより合葬墓の使用許可を受けていないこと。 
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２　前項の規定にかかわらず、生前申込みにより合葬墓の使用許可を受け

ることができる者は、使用許可の申請時において次に掲げる要件を満た

している者でなければならない。 

(1)　本市に引き続き１年以上住所を有する者であること。 

(2)　年齢が７０歳以上の者であること。 

(3)　現に墓所若しくは樹木葬墓又は納骨堂を使用していないこと。 

３　前２項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、

この限りでない。 

（追加〔平成３１年条例７号〕、一部改正〔令和５年条例７号〕） 

（公募） 

第８条　市長は、墓所等を使用しようとする者を公募するものとする。 

２　前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、

公募によらないで墓所等を使用させることができる。 

（追加〔平成３１年条例７号〕） 

（使用許可の取消し等） 

第９条　市長は、墓所等の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該使用者に係る使用許可を取り消すことができる。 

(1)　この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。 

(2)　使用許可を受けた後１年を経過しても使用しないとき。ただし、墓

所において碑表その他囲障等を設けたとき又は生前申込みにより合葬

墓の使用許可を受けたときは、この限りでない。 

(3)　墓所又は樹木葬墓の使用者の住所が１０年間不明のとき。 

(4)　墓所若しくは樹木葬墓又は納骨堂の使用者が死亡した日から２年

を経過しても使用権の承継をする者がいないとき。 

(5)　使用地（使用許可を受けた墓所等をいう。次条において同じ。）を

第４条に規定する目的以外に使用したとき。 

(6)　樹木葬墓の使用者が、第１７条に規定する管理料を３年間納付しな

いとき。 
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２　生前申込みにより合葬墓の使用許可を受けた者が死亡した日から５年

を経過しても当該者の焼骨を埋蔵しないときは、当該使用許可は、その

効力を失う。 

（一部改正〔昭和６３年条例２４号・平成９年５号・１７年４２

号・３１年７号・令和５年７号〕） 

（使用地の変更） 

第１０条　市の公共事業等のため又は墓地等の管理上必要と認めたときは、

使用者に対して６月以前に予告し、使用地の全部又は一部について変更

を命ずることができる。 

２　前項の変更を命じたときは、これに相当する他の墓所等（次項におい

て「代替墓地等」という。）を代替として使用させることができる。 

３　前項の代替墓地等がないときであつても、当該使用地はこれを返還し

なければならない。 

（一部改正〔昭和６３年条例２４号・１７年４２号・３１年７号・

令和５年７号〕） 

（焼骨の不返還） 

第１１条　合葬墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。 

（追加〔平成３１年条例７号〕） 

（墓所等の返還） 

第１２条　使用許可を受けた墓所等が不要になつた場合、更新許可を受け

なかつた場合又は第９条第１項の規定により使用許可を取り消された場

合には、使用者は、これを原形に復して返還しなければならない。ただ

し、使用者が原形に復しないときは、市において施行し、使用者はその

費用を賠償しなければならない。 

（一部改正〔昭和６３年条例２４号・平成１７年４２号・３１年

７号〕） 

（住所又は氏名変更の届出） 
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第１３条　墓所、樹木葬墓若しくは合葬墓（生前申込みによる場合に限る。）

又は納骨堂の使用者がその住所又は氏名を変更したときは、速やかに市

長に届け出なければならない。 

（一部改正〔平成３１年条例７号・令和５年７号〕） 

（転貸等の禁止） 

第１４条　使用者は、次条に定める場合を除くほか、墓所等を他の者に貸

し、又はその使用する権利（以下「使用権」という。）を他の者に譲渡

してはならない。 

（追加〔平成３１年条例７号〕） 

（使用権の承継） 

第１５条　墓所及び樹木葬墓並びに納骨堂の使用権は、使用者が死亡した

場合その他必要があると認められる場合は、当該使用者に代わつて祭祀

を主宰する者が、市長の許可を得て承継することができる。 

（追加〔平成３１年条例７号〕、一部改正〔令和５年条例７号〕） 

（使用料） 

第１６条　榎之窪墓地、金剛寺墓地、阿品墓地、峰高墓地、称言寺墓苑、

霊峯墓苑、第二霊峯墓苑、第三霊峯墓苑、第三霊峯納骨堂、浄郷墓苑及

び八坂墓苑の使用者は、別表第２に定める額の使用料を使用許可又は更

新許可を受けた際に支払わなければならない。 

（一部改正〔昭和６３年条例２４号・平成９年５号・１７年４２

号・１９年３７号・３１年７号・令和元年１０号・５年７号〕） 

（管理料） 

第１７条　榎之窪墓地、金剛寺墓地、阿品墓地、峰高墓地、称言寺墓苑、

霊峯墓苑、第二霊峯墓苑、第三霊峯墓苑、浄郷墓苑及び八坂墓苑の使用

者は、別表第３に定める額の管理料を別に定める期日までに支払わなけ

ればならない。 

（一部改正〔平成元年条例５号・９年５号・１７年４２号・１９

年３７号・３１年７号・令和７年９号〕） 

（使用料等の減免） 
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第１８条　市長は、特別の理由があると認めるときは、墓所等の使用料及

び管理料の全部又は一部を減免することができる。 

（追加〔平成３１年条例７号〕） 

（使用料等の還付等） 

第１９条　既納の使用料及び管理料（以下この条において「既納使用料等」

という。）は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合には、既納使用料等の全部又は一部を還付することができる。 

(1)　第１０条第３項の規定により墓所等の返還があつたとき。 

(2)　使用許可後１年以内において使用者が未使用で墓所等を返還した

とき。 

（一部改正〔昭和６３年条例２４号・平成９年５号・１７年４２

号・３１年７号・令和５年７号〕） 

（無縁墳墓等の改葬） 

第２０条　市長は、第９条第１項第３号及び第４号の規定により墓所若し

くは樹木葬墓若しくは納骨堂の使用許可を取り消したとき又は納骨堂の

使用者が更新許可を受けず第１２条の規定により当該納骨堂を返還した

ときは、墳墓に埋葬された死体若しくは埋蔵された焼骨又は納骨堂に収

蔵された焼骨を一定の場所に改葬することができる。 

２　市長は、樹木葬墓の使用者が更新許可を受けず第１２条の規定により

当該樹木葬墓を返還した場合は、当該樹木葬墓に埋蔵された焼骨を合葬

墓に改葬することができる。 

（一部改正〔昭和６３年条例２４号・平成１７年４２号・３１年

７号・令和５年７号〕） 

（補償及び補修） 

第２１条　使用者が、その責めに帰する事由により墓地等の施設及び隣地

に損害を与えた場合には、使用者はその負担により、補償又は補修をし

なければならない。 

２　災害、盗難等市の責めに帰さない理由により墳墓に損害を受けた場合

には、市は賠償する義務を負わない。 
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（追加〔平成９年条例５号〕、一部改正〔平成１７年条例４２号・

３１年７号・令和５年７号〕） 

（指定管理者による管理） 

第２２条　墓地等の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定

するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

（追加〔令和３年条例２号〕、一部改正〔令和５年条例７号〕） 

（指定管理者の指定の申請） 

第２３条　指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるとこ

ろにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

（追加〔令和３年条例２号〕） 

（指定管理者の指定） 

第２４条　市長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基

準によつて申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る墓地等の指定

管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定

するものとする。 

(1)　事業計画書の内容が、墓地等の使用者の平等な使用を確保できるも

のであること。 

(2)　事業計画書の内容が、墓地等の効用を最大限に発揮させるとともに、

その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3)　事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を

有しているものであること。 

(4)　前３号に掲げるもののほか、墓地等の設置の目的を達成するために

十分な能力を有しているものであること。 

（追加〔令和３年条例２号〕、一部改正〔令和５年条例７号〕） 

（指定管理者が行う業務） 

第２５条　指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1)　墓地等の維持管理に関する業務 
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(2)　樹木葬墓及び合葬墓への焼骨の埋蔵、納骨堂への焼骨の収蔵等に関

する業務 

(3)　前２号に掲げるもののほか、墓地等の運営に関して市長が必要と認

める業務 

（追加〔令和３年条例２号〕、一部改正〔令和５年条例７号〕） 

（事業報告書の作成及び提出） 

第２６条　指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成

し、市長に提出しなければならない。 

（追加〔令和３年条例２号〕） 

（業務報告の聴取等） 

第２７条　市長は、墓地等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、

定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、

実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 

（追加〔令和３年条例２号〕、一部改正〔令和５年条例７号〕） 

（指定の取消し等） 

第２８条　市長は、指定管理者が第２６条の規定に従わないとき、前条の

規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指

定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続

することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間

を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

２　市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部若しくは一部の停止を命じたことによつて、指定管理者に損害

が生じることがあつても、これに対して賠償する義務を負わない。 

（追加〔令和３年条例２号〕） 

（過料） 

第２９条　使用許可を受けないで墓所等を使用した者は、５万円以下の過

料に処する。 

（一部改正〔平成１２年条例１１号・１７年４２号・３１年７号・

令和３年２号〕） 
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（委任） 

第３０条　この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

（一部改正〔平成１７年条例４２号・３１年７号・令和３年２号〕） 

附　則 

１　この条例は、公布の日から施行する。 

２　この条例の施行の際現に墓地を使用している者はこの条例の規定によ

る許可があつたものとみなす。 

３　大野町の編入の日前に、旧大野町墓地設置及び管理条例（昭和５９年

大野町条例第２８号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

（追加〔平成１７年条例４２号〕） 

附　則（昭和３９年３月２４日条例第１７号） 

この条例は、昭和３９年４月１日から施行する。 

附　則（昭和５３年６月２８日条例第２４号） 

１　この条例は、公布の日から施行する。 

２　この条例の施行の際現に墓地を使用している者は、なお従前の例によ

り管理するものとする。 

附　則（昭和５３年９月２９日条例第２９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（昭和５４年７月１２日条例第２１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（昭和５４年１０月１日条例第２８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（昭和５５年１０月８日条例第３３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（昭和５６年３月１３日条例第１７号） 

この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附　則（昭和５９年６月３０日条例第１８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附　則（昭和６０年３月６日条例第１２号） 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の廿日市市墓

地設置及び管理条例の規定は、昭和５９年４月１日から適用する。 

附　則（昭和６０年９月１９日条例第２９号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和６０年７月２日から適用する。 

附　則（昭和６３年４月１日条例第２４号抄） 

（施行期日） 

第１条　この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（昭和６３年１２月２６日条例第３８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（平成元年３月２０日条例第５号抄） 

１　この条例は、平成元年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

附　則（平成９年３月２４日条例第５号） 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附　則（平成１２年３月８日条例第１１号） 

１　この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

２　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

附　則（平成１２年６月３０日条例第４６号） 

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則

で定める日から施行する。 

（平成１２年９月規則第４０号で、同１２年９月１８日から施行） 

附　則（平成１７年１０月３日条例第４２号） 

この条例は、平成１７年１１月３日から施行する。ただし、第１５条を

削り、第１６条を第１５条とする改正規定及び第１７条の改正規定（第１

７条を第１６条とする部分に限る。）は、平成１８年４月１日から施行す

る。 

附　則（平成１９年１２月２１日条例第３７号抄） 
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１　この条例は、平成２０年４月１日から施行する。（後略） 

２　この条例による改正後の（中略）廿日市市墓地設置及び管理条例第１

０条及び第１１条（中略）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使

用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る

使用料又は管理料については、なお従前の例による。 

附　則（平成３１年３月２５日条例第７号） 

１　この条例中第１条の規定は平成３１年４月１日から、第２条の規定は

公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則で定める日か

ら施行する。 

（令和元年７月規則第５号で、同元年７月１９日から施行） 

２　この条例の施行の日前に、第１条の規定による改正前の廿日市市墓地

設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第

１条の規定による改正後の廿日市市墓地設置及び管理条例の相当規定に

よりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附　則（令和元年９月３０日条例第１０号） 

この条例は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則

で定める日から施行する。 

（令和２年規則第１号で令和２年１月１７日から施行） 

附　則（令和２年１２月１８日条例第４３号） 

この条例は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則

で定める日から施行する。 

（令和３年規則第２０号で令和３年４月１６日から施行） 

附　則（令和３年３月１６日条例第２号抄） 

（施行期日） 

１　この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

（準備行為） 
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２　この条例による改正後の廿日市市墓地設置及び管理条例及び廿日市市

火葬場設置及び管理条例の規定による指定管理者の指定及びこれに係る

手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。 

附　則（令和４年３月２４日条例第１３号） 

この条例は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則

で定める日から施行する。 

（令和４年規則第５０号で令和４年７月２２日から施行） 

附　則（令和５年３月２４日条例第７号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

附　則（令和７年３月１２日条例第９号） 

（施行期日） 

１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例による改正後の廿日市市墓地等設置及び管理条例第１７条の

規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に墓所等

の使用許可を受ける者に係る管理料について適用し、施行日前に当該許

可を受けた者に係る管理料については、なお従前の例による。 

別表第１（第２条関係） 

（全部改正〔平成１７年条例４２号〕、一部改正〔平成１９年条

例３７号・３１年７号・令和元年１０号・２年４３号・４年１３

号・５年７号・７年９号〕） 

 名称 位置

 榎之窪墓地 廿日市市下平良一丁目３５番地

 金剛寺墓地 廿日市市地御前二丁目１０３番地１

 青田山墓地 廿日市市六本松一丁目乙４６０３番地

 尾野山墓地 廿日市市下平良３５番地１

 阿品墓地 廿日市市阿品二丁目３９３番地１
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別表第２（第１６条関係） 

（追加〔平成３１年条例７号〕、一部改正〔令和５年条例７号〕） 

別表第３（第１７条関係） 

（追加〔平成３１年条例７号〕） 

 峰高墓地 廿日市市上平良１７番地９

 称言寺墓苑 廿日市市宮内８５５番地７

 霊峯墓苑 廿日市市宮内３９７０番地１

 第二霊峯墓苑 廿日市市宮内８４０番地１

 第三霊峯墓苑 廿日市市宮内３９９５番地

 第三霊峯納骨堂 廿日市市宮内４００３番地

 浄郷墓苑 廿日市市大野１１２８８番地１２

 八坂墓苑 廿日市市大野１１６６５番地４８７

 区分 単位 使用料

 墓所 １平方メートルにつき　永年 ３３０，０００

円

 樹木葬墓（使用許可による

場合）

１区画につき　３０年間 ２５０，０００

円

 樹木葬墓（更新許可による

場合）

１区画につき　３０年間 ５０，０００円

 合葬墓 １体につき　永年 ５０，０００円

 納骨堂 １体につき　５年間 １０，０００円

 区分 単位 管理料

 墓所 １区画につき　永年 １２８，０００

円

 樹木葬墓 １区画につき　３年ごとに １２，０００円


